
第６回矯正官署契約監視会議議事概要 

  

開催日    平成２１年１０月２６日（月） 

 

 場 所    法務省大臣官房会計課会議室 

 

 出席委員   八木澤  壯 一 （東京電機大学名誉教授） 

関 沢  紘 一 （米海軍在日統合法務局 国際法首席顧問） 

        青 木  聖 子 （実践女子短期大学非常勤講師） 

 

 

 審議対象契約 矯正官署が平成２１年４月から平成２１年７月までの間に締結

した契約１，８５７件 

 

 １ 重点検討対象契約及び質疑事項等  

  (1) 職員健康診断委託契約（一般競争入札） 

契約金額    ３，０３８，６７７円 

支出負担行為担当官 横浜刑務所長・久里浜少年院長・小田原少年院長・

横浜少年鑑別所長 

（質問） 職員の健康診断を４庁で一括調達した契約であるが，総額は

前年と比べて安くなっているのか。 

（説明） 一概に比較はできないが，仮に本年度契約単価（平成２１年

度契約単価）に，前年度に４庁全ての施設において受診した人

員を当てはめて経費を比較してみると，人員の多い横浜刑務所

の契約単価が前年度に比べて高額になったため，全施設の総額

としては，前年度より約１万３千円増加したこととなる。しか

しながら，残り３庁の少年施設は，刑事施設と併せて契約する

ことで，スケールメリット等によって安価になっている。 

     （質問） 予定価格の積算方法は，診療報酬と参考見積を比較して，安

価な方を採用する方法であり，前年度と変わらないということ

だが，特に横浜刑務所での契約単価が高くなっているのはなぜ

か。 

     （説明） 前年度については，落札した業者の落札率が予定価格の５０

パーセントであったのに対し，他の入札者は，８０パーセント

から９０パーセントの間の入札金額であったことから，落札し

た業者が積極的な競争を行ったため，本年度と比べて，安価と



なったものと推察される。 

          また，本年度は共同入札を実施した関係で業者の移動に係る

経費が含まれたものと推察される。 

     （質問） 予定価格について，業者は確認することができるのか。 

     （説明） 現在は，ホームページにも公表されていることから，確認は

可能である。 

 

  (2) 乗用車交換購入契約（一般競争入札） 

  契約金額    １７，８６１，９３２円 

支出負担行為担当官 府中刑務所長 

     （質問） 旭川刑務所等９施設１０台の乗用車を府中刑務所で一括調達

した契約であるが，この一括調達は成功した事例なのか。 

     （説明） 落札率が８割台（８３．１％）になったことから，成功した

事例ととらえている。メリットも大きいが，他施設分も併せて

調達事務を行うことから，施設担当者の負担が大きいので，今

後も引き続き一括調達の是非について検討していきたい。 

 

  (3) コピー用紙購入契約(一般競争入札) 

契約金額    ３，５７８，４７３円 

支出負担行為担当官 名古屋矯正管区長・岡崎医療刑務所長・名古屋刑務

所長・名古屋拘置所長・瀬戸少年院長・愛知少年院長・

豊ケ岡学園長・名古屋少年鑑別所長 

     （質問） 愛知県下の矯正施設が一括調達を行った契約であるが，前年

度と比べてどの程度差が出たのか。 

     （説明） 全体で７０万円程度安価となった。 

     （意見） 落札率が９７．７パーセントと高めだが，予定価格よりも低

い入札で，成功したといえる事例である。 

 

(4) 総務系派遣契約（一般競争入札） 

契約金額    ２，３５１，６８５円 

支出負担行為担当官 宮崎刑務所長 

     （質問） 入札調書を見ると，応札者はいずれも同じような価格で入札

している。落札率が４３．７パーセントと低いため，総務系派

遣契約を重点検討対象契約としたが，予定価格の積算方法とと

もに業務上のトラブルはないのか。 

     （説明） 予定価格は，当該地域の最低賃金も考慮に入れ，積算資料等



を基に算定しているが，今後は参考見積書を取るなどして市場

価格の把握に，より一層努めたい。 

業務上のトラブルについては，本契約内容が，物品の運搬や

整理など比較的単純な業務が中心となっていることもあり，現

在のところトラブルは発生していない。 

      

(5) 被収容者被服用生地（綾織白地）購入契約（一般競争入札） 

契約金額    ８，９９６，４００円 

支出負担行為担当官 加古川刑務所長 

     （質問） この生地（綾織白地）の購入契約については，入札５回目で

落札されているが，入札調書に記載されている他の生地（細布

白地）は５回入札しても落札しなかったのか。 

     （説明） 結果的に細布白地の生地は，不落による随意契約となった。

この生地は，加古川刑務所から全国の刑事施設に管理換するも

ので，被収容者の生活に必要な枕カバー，シーツ等を作るため

の生地であることから，調達の遅れが全国の施設に影響するこ

とになり，調達を遅らせるわけにはいかなかったためである。 

 

(6) 残飯廃棄物処理委託契約（一般競争入札） 

契約金額    ６，６９６，１４４円  

支出負担行為担当官 徳島刑務所長 

（説明） この契約は，前年度の第３回矯正官署契約監視会議で一般廃

棄物（食物残さ）収集運搬処理委託契約（随意契約）として審

議された徳島刑務所の契約であるが，養豚業者が廃業となった

ことから，今年度は一般競争入札へ移行した契約である。 

     （意見） 一般廃棄物として入札することになると，当然，契約金額が

高価になるので，残念な結果となったものであろう。 

 

(7) 総務系事務委託契約（随意契約） 

    契約金額    ４，９９６，１７８円 

支出負担行為担当官 和歌山刑務所長 

     （質問） 契約書に記載されている栄養管理業務（請負代金４２万円）

というのは，分担分のようなものなのか。 

（説明） この業務は，管理栄養士の国家資格を持っている方に実施し

ていただく必要があるので，資格に係る加算分である。資格を

持った正規の職員の配置が困難なので，業務委託の形態で契約



している。 

（質問） 契約期間が２月となっているが，年間ではないのか。 

（説明） 一般競争入札の公告を行い，応札者４者で年間分の入札を実

施した後に，応札業者が人材確保ができなくなったとして契約辞

退を申し出たため，あらためて入札するまでの期間の２月分につ

いて随意契約したものである。 

 

(8) 居室錠改修工事用錠購入契約（随意契約） 

契約金額    ３，７７２，８７０円 

支出負担行為担当官 横浜刑務所長 

   （質問） 刑事施設で使用している鍵ということで，市販品ではなく特

別な鍵であるため，随意契約となることは理解できるが，契約

金額が以前に購入（７０個）した時より安価だったというのは，

何度も交渉して金額が下がったのか。 

（説明） 何度も交渉したわけではなく，以前購入した時よりも購入個

数（１７３個）が多くなるので少し安価であると予想していた

ところ，業者から提出された見積りが予想よりも安かったもの

である。 

 

(9) Ｎ９５マスク購入契約（随意契約） 

契約金額    ３，４６５，０００円 

支出負担行為担当官 宮城刑務所長 

（質問） マスクが品薄で購入が困難であったとの理由で随意契約とし

ているが，他施設の状況はどうだったのか。 

     （説明） この購入がなされた６月ころは，品薄で購入が困難だったよ

うである。大阪近郊では，特にインフルエンザが流行していた

ので購入したい数量が確保できず，東北や北海道の業者にも連

絡した施設もあったと聞いている。 

          当初，厚生労働省のガイドラインが厳しかったので数量の確

保が困難になるのではないかと心配していたが，感染してもあ

まり重症化しないことが分かってからは，購入しやすくなった

ようである。 

        しかしながら，緊急性という点で十分に説明ができるか疑問

が残るところもあるので，施設に対して指導を行っていきたい。 

 

(10)生ごみ廃棄処理業務委託契約（随意契約） 



契約金額    １，０５３，３６０円 

支出負担行為担当官 笠松刑務所長 

     （質問） 町の廃棄物処理業者がテリトリー分けし合っていて，自治体

から許可証を発出されている２業者のうち，笠松刑務所がある

地域を担当している一方と随意契約を結ばざるを得ないとい

うことだが，もう一方の業者も随意契約している業者と同じ価

格なのか。 

     （説明） 参考見積を取得したが，随意契約している業者よりも１．２

パーセント高い金額であった。 

 

２ 意見具申等 

  今回審議した契約を見ると，いろいろ工夫，努力されている。前年度と比べ

て予定価格の算定の仕方も良くなっている。 

今後も引き続き努力して，適正な調達となるようにしていただきたい。 

 

３ 矯正官署契約監視会議議事運営の一部変更について 

会議の開催日数と，その時期について，座長から，別添「矯正官署契約監視

会議議事運営の一部変更について（案）」のとおり，一部変更を図りたい旨の

提案があり，各委員の了解を得た。 



別 添 

                      平成２１年１０月２６日   

 

   矯正官署契約監視会議議事運営の一部変更について（案） 

 

１ 変更部分 

 ⑴ 会議の開催 

   「会議は，年３回開催し，その時期はおおむね６月，１０月及び２月と

する。」を 

   「会議は，年２回開催し，その時期はおおむね６月及び１０月とする。」

に 

 ⑵ 検討の対象とする契約 

   「各回において検討の対象とする契約は，６月開催分については１２月

から３月まで，１０月開催分については４月から７月まで及び２月開催分

については８月から１１月までに締結されたものとする。」を 

   「各回において検討の対象とする契約は，６月開催分については８月か

ら３月まで及び１０月開催分については４月から７月までに締結されたも

のとする。」に 

  変更する。 

２ 変更時期 

  平成２２年に開催する会議から変更する。 

 参考 

  ｛比較表｝ 

現     行 変  更  後 
 

開催時期 対象契約（件数） 開催時期 対象契約（件数） 

１ ６月 12 月～３月（457 件） ６月 ８月～３月（861 件） 

２ 10 月 ４月～７月（1553 件） 10 月 ４月～７月（1553 件） 

３ ２月 ８月～11 月（386 件） （６月開催に集約） 

    注 件数は平成２０年度実績概数。下線が変更部分。 

  ｛２月開催分を６月開催分に集約する理由｝ 

    ２月開催分の検討対象契約数は，少なく，６月開催分の契約数と合算しても，１０月

開催分の契約数に及ばないため。 

    ６月開催分と１０月開催分の会議の意見は，翌年度の年度当初からの契約に確実に反

映できるため。 

    会議は今回で６回になり，審査も安定し，かつ，年２回の開催でも成果を得られると

考えられるため。 


	○第6回監視会議議事概要（掲載分）
	別添　H21.10.26　議事運営一部変更資料

